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発明の新規性喪失の例外規定の概要・沿革 

 
１．現行法 

○平成 26 年改正法 

第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の

いずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内

にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定

の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたも

のとみなす。 
２ 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のい

ずれかに該当するに至つた発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公

報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除

く。）も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係

る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同

様とする。 
３ 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出

願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに

該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明である

ことを証明する書面（次項において「証明書」という。）を特許出願の日から

三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 
４ 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に

規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にか

かわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）

以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出すること

ができる。 
  
２．沿革 

○昭和 34 年法 
第三十条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は

特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発

表することにより、前条第一項各号の一に該当するに至つた発明について、

その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をしたときは、そ

の発明は、同項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。 
２ 特許を受ける権利を有する者の意に反して前条第一項各号の一に該当する

に至つた発明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特

許出願をしたときも、前項と同様とする。 
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３ 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」

という。）が開設する博覧会に、同盟条約（千九百年十二月十四日にブラッセ

ルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日に

へーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで改正された工業所有権

保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約をいう。以下同じ。）

の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際

的な博覧会に、又は同盟条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しく

はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定

するものに出品することにより、前条第一項各号の一に該当するに至つた発

明について、その該当するに至つた日から六月以内にその者が特許出願をし

たときも、第一項と同様とする。 
４ 特許出願に係る発明について第一項又は前項の規定の適用を受けようとす

る者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、か

つ、その特許出願に係る発明が第一項又は前項に規定する発明であることを

証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければ

ならない。 
 
○平成 11 年法改正 
 電気通信回線を通じた発表が適用対象となり、また、公開された発明と同一

でない発明を出願した場合についても新規性喪失の例外規定の適用を認められ

ることとなった。 
 
○平成 23 年法改正 
 権利者の行為に起因するあらゆる公開態様が適用対象となった。 
 
○平成 26 年法改正 
 救済規定の拡充のために第 4 項が導入された。 


